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平成14年12月20日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1430号

告
　
示

◯
狩
猟
鳥
獣
の
捕
獲
の
禁
止
（
八
六
二
・
自
然
保
護
課
）

◯
保
安
林
の
指
定
解
除
の
予
定
（
八
六
三
・
森
林
整
備
課
）

◯
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
（
八
六
四
、
八
六
五
・
商
工
業
振
興
課
）

◯
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
し
述
べ
た
意
見
（
八
六
六
、
八
六
七
・
商
工
業
振
興
課
）

◯
公
共
測
量
終
了
の
通
知
（
八
六
八
・
建
設
管
理
課
）

◯
都
市
計
画
の
変
更
及
び
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
（
八
六
九
・
都
市
計
画
課
）

◯
道
路
の
供
用
開
始
（
八
七
〇
・
道
路
環
境
課
）

◯
道
路
区
域
の
変
更
及
び
供
用
開
始
（
八
七
一
・
道
路
環
境
課
）

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
八
七
二
・
道
路
環
境
課
）

◯
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
（
八
七
三
・
会
計
課
）

◯
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
（
八
七
四
・
鹿
角
建
設
事
務
所
）

◯
平
成
十
五
年
歯
科
技
工
士
試
験
の
実
施
（
八
七
五
・
医
務
薬
事
課
）

公
　
告

◯
県
の
魚
の
決
定
（
水
産
漁
港
課
）

◯
平
成
十
四
年
二
級
建
築
士
試
験
の
合
格
者
（
建
築
住
宅
課
）

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
秋
田
総
合
農
林
事
務
所
）

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定
（
由
利
総
合
農
林
事
務
所
）

◯
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
教
育
庁
総
務
課
施
設
整
備
室
）
三
件

教
育
委
員
会
規
則

◯
秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
一
九
・
幼
児
・
養
護
教
育
課
）

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

◯
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
三
分
の
一
の
数
（
一
〇
六
）

秋
田
県
告
示
第
八
百
六
十
二
号

鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
七
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
一
条
ノ
五
第
五
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
狩
猟
鳥
獣
の
捕
獲
を
禁
止
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
捕
獲
を
禁
止
す
る
狩
猟
鳥
獣
の
種
類

キ
ジ
及
び
ヤ
マ
ド
リ

二
　
捕
獲
を
禁
止
す
る
区
域

全
県
の
区
域

三
　
捕
獲
を
禁
止
す
る
期
間

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
一
月
十
四
日
ま
で
の
期
間
の
う
ち
、
毎
年
一

月
十
六
日
か
ら
十
一
月
十
四
日
ま
で
の
期
間

秋
田
県
告
示
第
八
百
六
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１

告
　
　
　
　
　
　
示

郡
　
　
市

秋
田
市

大
　
　
字

新
屋
町

字

新
町
後

地
　
　
番

二
八
〇
の
一

三
九

二
八
〇
の
一

四
〇

台
　
　
　
　
　
帳

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

一
一
、
四
一
九

二
、
三
九
一

見

込

み

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

一
・
一
四
一
九

〇
・
二
三
九
一

保

安

林

面

積

見

込

み

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

一
・
一
四
一
九

〇
・
二
三
九
一

保

安

林

解

除

面

積

見

込

み

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

一
・
一
四
一
九

〇
・
〇
〇
八
四

指
定
の
目
的

飛
砂
の
防
備

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

森
　

林
　

の
　

所
　

在
　

場
　

所

全
　
　
　
　
面
　
　
　
　
積
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秋
田
県
告
示
第
八
百
六
十
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ

い
て
意
見
を
有
す
る
場
合
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に

県
に
対
し
意
見
書
を
提
出
し
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
届
出
事
項
の
概
要

（一）

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
原
　
田
　
昭
　
彦

秋
田
市
土
崎
港
北
一
丁
目
六
番
二
十
五
号

（二）

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
新
仁
賀
保
店

由
利
郡
仁
賀
保
町
平
沢
天
ヶ
町
八
十
二
番
地
外

（三）

小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
及
び
住
所

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
原
　
田
　
昭
　
彦

秋
田
市
土
崎
港
北
一
丁
目
六
番
二
十
五
号

（四）

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
五
年
八
月
七
日

（五）

店
舗
面
積
の
合
計

千
九
百
九
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル

（六）

駐
車
場
の
収
容
台
数

八
十
四
台

（七）

駐
輪
場
の
収
容
台
数

五
十
三
台

（八）

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

百
四
十
四
平
方
メ
ー
ト
ル

（九）

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

四
十
四
・
四
立
方
メ
ー
ト
ル

（十）

小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

二
十
四
時
間
営
業

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

二
十
四
時
間
利
用
可
能

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

二
か
所

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

二
　
届
出
年
月
日

平
成
十
四
年
十
二
月
六
日

三
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

仁
賀
保
町
役
場
　
産
業
課

（二）

期
間

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
十
五
年
四
月
二
十
一
日
ま
で

四
　
意
見
書
の
提
出
先

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
商
工
業
振
興
課

五
　
意
見
書
に
添
付
す
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

（一）

意
見
を
述
べ
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

（二）

意
見
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

（三）

意
見
を
述
べ
る
理
由

２

郡
　
　
市

秋
田
市

大
　
　
字

新
屋
町

字

新
町
後

地
　
　
番

二
八
〇
の
一

三
九

二
八
〇
の
一

四
〇

台
　
　
　
　
　
帳

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

一
一
、
四
一
九

二
、
三
九
一

見

込

み

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

一
・
一
四
一
九

〇
・
二
三
九
一

保

安

林

面

積

見

込

み

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

一
・
一
四
一
九

〇
・
二
三
九
一

保

安

林

解

除

面

積

見

込

み

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

一
・
一
四
一
九

〇
・
〇
〇
八
四

指
定
の
目
的

飛
砂
の
防
備

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

（
関
係
図
面
は
、
省
略
し
、
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
秋
田
総
合
農
林
事
務
所
並
び
に
秋
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（ ）十一（ ）十二（ ）十三



平成14年12月20日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1430号

秋
田
県
告
示
第
八
百
六
十
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ

い
て
意
見
を
有
す
る
場
合
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に

県
に
対
し
意
見
書
を
提
出
し
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
届
出
事
項
の
概
要

（一）

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
原
　
田
　
昭
　
彦

秋
田
市
土
崎
港
北
一
丁
目
六
番
二
十
五
号

（二）

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
刈
和
野
店

仙
北
郡
西
仙
北
町
刈
和
野
字
沼
田
十
二
―
一
外

（三）

小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
及
び
住
所

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
原
　
田
　
昭
　
彦

秋
田
市
土
崎
港
北
一
丁
目
六
番
二
十
五
号

株
式
会
社
大
創
産
業
　
代
表
取
締
役
　
矢
　
野
　
博
　
文

広
島
県
東
広
島
市
西
条
町
大
字
吉
行
字
向
一
番
地
の
六
十

（四）

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
五
年
八
月
七
日

（五）

店
舗
面
積
の
合
計

二
千
五
百
八
平
方
メ
ー
ト
ル

（六）

駐
車
場
の
収
容
台
数

百
三
十
六
台

（七）

駐
輪
場
の
収
容
台
数

七
十
台

（八）

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

百
五
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル

（九）

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

三
十
三
・
九
立
方
メ
ー
ト
ル

（十）

小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社

開
店
時
刻
　
午
前
九
時
　
閉
店
時
刻
　
翌
日
の
午
前
零
時

株
式
会
社
大
創
産
業

開
店
時
刻
　
午
前
十
時
　
閉
店
時
刻
　
午
後
八
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
翌
日
の
午
前
零
時
三
十
分
ま
で

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

三
か
所

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

二
　
届
出
年
月
日

平
成
十
四
年
十
二
月
六
日

三
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

西
仙
北
町
役
場
　
企
画
振
興
課

（二）

期
間

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
十
五
年
四
月
二
十
一
日
ま
で

四
　
意
見
書
の
提
出
先

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
商
工
業
振
興
課

五
　
意
見
書
に
添
付
す
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

（一）

意
見
を
述
べ
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

（二）

意
見
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

（三）

意
見
を
述
べ
る
理
由

秋
田
県
告
示
第
八
百
六
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
し
て
、
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ

い
て
の
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
関
係
書
類

を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ハ
ッ
ピ
ー
タ
ウ
ン
横
手

横
手
市
横
手
町
字
一
ノ
口
十
の
一
外

二
　
県
の
意
見

３

（ ）十一（ ）十二（ ）十三
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意
見
な
し

三
　
意
見
を
述
べ
た
日

平
成
十
四
年
十
二
月
十
二
日

四
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

（一）

縦
覧
場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

横
手
市
役
所
　
商
業
観
光
課

（二）

縦
覧
期
間

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
十
五
年
一
月
二
十
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
八
百
六
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
し
て
、
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ

い
て
の
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
関
係
書
類

を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

大
曲
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

大
曲
市
戸
蒔
字
錨
十
七
の
一
外

二
　
県
の
意
見

意
見
な
し

三
　
意
見
を
述
べ
た
日

平
成
十
四
年
十
二
月
十
三
日

四
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

（一）

縦
覧
場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

大
曲
市
役
所
　
商
工
観
光
課

（二）

縦
覧
期
間

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
十
五
年
一
月
二
十
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
八
百
六
十
八
号

平
成
十
四
年
秋
田
県
告
示
第
六
百
六
十
六
号
の
公
共
測
量
に
つ
い
て
、
平
成
十
四
年
十
一
月
十
五

日
終
了
し
た
旨
鷹
巣
町
長
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八

号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
八
百
六
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
法
第
二
十
一
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
都
市
計
画
の
図
書
を

建
設
交
通
部
都
市
計
画
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

仁
賀
保
・
金
浦
・
象
潟
都
市
計
画
公
共
下
水
道
（
仁
賀
保
地
区
衛
生
施
設
組
合
公
共
下
水
道
）

二
　
都
市
計
画
を
変
更
し
た
土
地
の
区
域

（一）

排
水
区
域

追
加
し
た
部
分
　
仁
賀
保
町
両
前
寺
字
井
戸
尻
及
び
字
山
田
下
、
三
森
字
水
上
、
字
御
堂
森

及
び
字
浜
田
、
芹
田
字
高
磯
、
字
家
ノ
後
及
び
字
中
道
、
金
浦
町
飛
字
上
竹
嶋
潟
、
金
浦
字
海

老
谷
地
、
字
西
申
田
、
字
鳥
長
根
、
字
備
中
、
字
十
二
ノ
前
、
字
川
向
及
び
字
笹
森

変
更
し
た
部
分
　
仁
賀
保
町
両
前
寺
字
谷
地
及
び
字
狐
森
、
平
沢
字
深
谷
地
、
三
森
字
午
ノ

浜
、
字
上
々
免
及
び
字
沖
田
、
金
浦
町
飛
字
蕨
田
、
金
浦
字
木
の
浦
山
、
字
上
林
、
字
川
尻
、

字
堀
切
、
字
十
二
林
、
字
花
潟
及
び
字
頃
田

（二）

ポ
ン
プ
場
施
設

削
除
し
た
部
分
　
仁
賀
保
町
平
沢
字
長
磯
及
び
字
深
谷
地
、
芹
田
字
中
道
、
金
浦
町
黒
川
字

三
岳
前
、
金
浦
字
川
向
及
び
前
川
字
久
根
添
、
象
潟
町
字
矢
妻
及
び
字
才
ノ
神

三
　
都
市
計
画
の
変
更
年
月
日
　
平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日

秋
田
県
告
示
第
八
百
七
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

４

道
路
の
種
類

県

道

路
　
線
　
名

能
代
二
ツ
井
線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

能
代
市
朴
瀬
字
家
後
四
〇
番
一
か
ら
字
登
家
場
四

七
番
二
九
ま
で
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二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日

二
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
十
五
年
一
月
九
日
ま
で

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日

二
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

秋
田
県
告
示
第
八
百
七
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

（二）

期
間
　
平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
十
五
年
一
月
九
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
八
百
七
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路

の
区
域
を
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

５

道
路
の
種
類

県

道

路
　
線
　
名

能
代
二
ツ
井
線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

能
代
市
朴
瀬
字
家
後
四
〇
番
一
か
ら
字
登
家
場
四

七
番
二
九
ま
で

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

一
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間

道
路
の
種
類

県
　
　
　
道

路
　
　
線
　
　
名

横
手
大
森
大
内
線

横
手
大
森
大
内
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

一
一
・
〇
〇
〜
一
三
・
九
〇

一
一
・
〇
〇
〜
一
三
・
九
〇

六
・
五
〇
〜
六
・
五
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
〇
八
八

〇
・
〇
八
八

〇
・
〇
四
九

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

横
手
市
横
手
町
二
ノ
口
一
〇
番
地
先
か
ら
一
二
番
地
先
ま
で

横
手
市
横
手
町
二
ノ
口
一
〇
番
地
先
か
ら
一
二
番
地
先
ま
で

横
手
市
横
手
町
二
ノ
口
八
番
地
先
か
ら
一
二
番
地
先
ま
で

ＡＢ

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

百
八
号

百
八
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

一
三
・
〇
〇
〜
三
〇
・
〇
〇

一
三
・
〇
〇
〜
一
六
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
〇
六
三

〇
・
〇
六
三

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

由
利
郡
鳥
海
町
下
笹
子
字
上
屋
敷
六
二
番
一
か
ら
三
〇
番
四
ま
で

〃
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秋
田
県
告
示
第
八
百
七
十
五
号

歯
科
技
工
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
一
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
平
成
十
五
年
歯
科
技
工
士
試
験
を
実
施
す
る
の
で
、
歯
科
技
工
士
法
施
行
規

則
（
昭
和
三
十
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
試
験
の
日
時
及
び
場
所

（一）

日
時

（１）

学
説
試
験
　
平
成
十
五
年
二
月
十
八
日
（
火
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

（２）

実
地
試
験
　
平
成
十
五
年
二
月
十
九
日
（
水
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で

（二）

場
所

（１）

学
説
試
験
　
み
ず
ほ
苑
（
秋
田
市
山
王
四
丁
目
二
番
十
二
号
）

（２）

実
地
試
験
　
秋
田
県
歯
科
医
療
専
門
学
校
（
秋
田
市
山
王
二
丁
目
七
番
四
十
四
号
）

二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
十
五
年
一
月
九
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
八
百
七
十
三
号

秋
田
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
三
十
五
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す

る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

二
　
試
験
科
目

（一）

学
説
試
験

歯
科
理
工
学
　
歯
の
解
剖
学
　
顎
口
腔
機
能
学
　
有
床
義
歯
技
工
学
　
歯
冠
修
復
技
工
学
　

矯
正
歯
科
技
工
学
　
小
児
歯
科
技
工
学
　
関
係
法
規

（二）

実
地
試
験

歯
科
技
工
実
技

三
　
受
験
資
格

（一）

文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
歯
科
技
工
士
学
校
を
卒
業
し
た
者

（二）

厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
し
た
歯
科
技
工
士
養
成
所
を
卒
業
し
た
者

（三）

歯
科
医
師
国
家
試
験
又
は
歯
科
医
師
国
家
試
験
予
備
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

（四）

外
国
の
歯
科
技
工
士
学
校
若
し
く
は
歯
科
技
工
士
養
成
所
を
卒
業
し
、
又
は
外
国
で
歯
科
技

工
士
の
免
許
を
受
け
た
者
で
、
厚
生
労
働
大
臣
が
一
か
ら
三
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の

知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
た
も
の

秋
田
県
告
示
第
八
百
七
十
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道

路
の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第

四
十
号
）
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

６

証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の

住

所

及

び

氏

名

南
秋
田
郡
天
王
町
天
王
字
棒

沼
台
二
百
八
十
二

光
工
業
株
式
会
社

売
り
さ
ば
き
場
所

南
秋
田
郡
天
王
町
天
王
字
棒

沼
台
二
百
八
十
二

指

定

年

月

日

平
成
十
四
年
十
二
月
十
二
日

証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の

住

所

及

び

氏

名

南
秋
田
郡
天
王
町
天
王
字
棒

沼
台
二
百
八
十
二

光
工
業
株
式
会
社

売
り
さ
ば
き
場
所

南
秋
田
郡
天
王
町
天
王
字
棒

沼
台
二
百
八
十
二

指

定

年

月

日

平
成
十
四
年
十
二
月
十
二
日

指

定

年

月

日

平
成
十
四
年
十
二
月
十
二
日

道

路

の

幅

員

六
・
〇
メ
ー
ト
ル

道

路

の

延

長

六
七
・
九
四
メ
ー
ト
ル

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名

鹿
角
市
花
輪
字
蒼
前
平
七
十
三
番
地

有
限
会
社
た
く
み
不
動
産

代
表
取
締
役
　
服
　
部
　
誠
　
一

道
路
の
位
置
の
指
定
箇
所

鹿
角
市
花
輪
字
高
市
向
二
十
六
番
一
、
二
十
六

番
八
、
二
十
六
番
十
四
、
二
十
六
番
十
五
、
二

十
六
番
十
八
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四
　
受
験
申
込
み
に
必
要
な
書
類

（一）

受
験
願
書

（二）

履
歴
書

（三）

受
験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

（四）

写
真
（
出
願
前
六
月
以
内
に
脱
帽
で
正
面
か
ら
撮
影
し
た
縦
九
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）

五
　
受
験
願
書
用
紙
の
交
付

（一）

期
間

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
五
年
一
月
七
日
（
火
）
か
ら
同
月
十
七
日
（
金
）
ま
で

（二）

場
所

健
康
福
祉
部
医
務
薬
事
課
（
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
）

郵
送
で
交
付
を
求
め
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
願
書
請
求
」
と
朱
書
し
、
八
十
円
切
手
を

は
っ
た
あ
て
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
を
同
封
す
る
こ
と
。

六
　
受
験
願
書
の
受
付

（一）

平
成
十
五
年
一
月
七
日
（
火
）
か
ら
同
月
十
七
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時

ま
で郵

送
の
場
合
は
、
締
切
日
ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

（二）

場
所

健
康
福
祉
部
医
務
薬
事
課
（
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
）

郵
送
の
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
歯
科
技
工
士
試
験
受
験
」
と
朱
書
す
る
こ
と
。

七
　
受
験
手
数
料
　

（一）

額三
万
六
千
円

（二）

納
付
方
法

受
験
願
書
提
出
の
際
、
秋
田
県
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

八
　
合
格
者
の
発
表

平
成
十
五
年
三
月
七
日
（
金
）
に
県
庁
正
面
公
告
板
に
合
格
者
の
受
検
番
号
を
掲
示
す
る
。

九
　
試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先

健
康
福
祉
部
医
務
薬
事
課
（
〇
一
八
―
八
六
〇
―
一
四
一
一
）

水
産
業
の
振
興
を
図
り
、
県
民
の
水
産
へ
の
理
解
と
親
し
み
を
深
め
る
た
め
、
県
の
魚
を
次
の
と

お
り
定
め
た
の
で
、
公
表
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
県
の
魚
　
ハ
タ
ハ
タ

二
　
決
定
年
月
日
　
平
成
十
四
年
十
二
月
六
日

平
成
十
四
年
七
月
七
日
及
び
同
年
九
月
二
十
九
日
に
実
施
し
た
平
成
十
四
年
二
級
建
築
士
試
験
の

結
果
次
の
者
が
合
格
し
た
の
で
、
建
築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
九
号
）

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

受
験
番
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
受
験
番
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
受
験
番
号

一
Ｅ
―
一
〇
〇
一
三
Ｋ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
〇
〇
四
九
Ｌ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
〇
〇
七
六
Ｋ

一
Ｅ
―
一
〇
一
九
二
Ｐ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
〇
二
一
七
Ｌ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
〇
二
二
九
Ｙ

一
Ｅ
―
一
〇
二
七
一
Ｙ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
〇
二
八
五
Ｙ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
〇
三
四
一
Ｙ

一
Ｅ
―
一
〇
四
二
一
Ｍ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
〇
六
一
一
Ｎ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
〇
六
五
五
Ｒ

一
Ｅ
―
一
〇
六
五
六
Ｙ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
〇
六
八
二
Ｐ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
〇
七
一
一
Ｒ

一
Ｅ
―
一
〇
七
五
三
Ｒ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
〇
七
六
七
Ｒ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
〇
七
七
五
Ｙ

一
Ｅ
―
一
〇
八
〇
三
Ｙ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
〇
八
四
五
Ｙ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
〇
八
六
一
Ｌ

一
Ｅ
―
一
〇
八
七
四
Ｋ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
〇
九
〇
〇
Ｒ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
一
〇
〇
一
Ｌ

一
Ｅ
―
一
一
〇
六
四
Ｌ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
一
〇
七
八
Ｌ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
一
一
三
二
Ｙ

一
Ｅ
―
一
一
一
七
五
Ｋ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
一
一
八
九
Ｋ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
一
一
九
一
Ｍ

一
Ｅ
―
一
一
二
三
〇
Ｙ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
一
二
六
八
Ｍ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
一
二
六
九
Ｎ

一
Ｅ
―
一
一
二
八
一
Ｌ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
一
二
八
四
Ｐ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
一
三
五
三
Ｎ

一
Ｅ
―
一
一
四
八
〇
Ｐ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
一
五
七
一
Ｐ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
一
六
一
二
Ｎ

一
Ｅ
―
一
一
六
五
七
Ｙ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
一
七
四
一
Ｙ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
一
七
四
九
Ｋ

一
Ｅ
―
一
一
七
七
七
Ｋ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
一
七
九
二
Ｌ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
一
八
〇
四
Ｙ

一
Ｅ
―
一
一
九
四
六
Ｌ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
二
一
七
七
Ｌ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
二
一
七
八
Ｍ

一
Ｅ
―
一
二
二
四
四
Ｒ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
二
二
八
三
Ｍ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
二
四
二
五
Ｐ

一
Ｅ
―
一
二
四
四
〇
Ｒ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
二
四
七
五
Ｒ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
二
五
三
〇
Ｐ

一
Ｅ
―
一
二
五
四
七
Ｋ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
二
六
二
七
Ｎ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
二
七
三
五
Ｙ

一
Ｅ
―
一
二
七
七
九
Ｌ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
二
八
〇
六
Ｋ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
二
八
二
一
Ｌ

一
Ｅ
―
一
二
八
四
八
Ｋ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
二
八
七
七
Ｌ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
二
九
一
九
Ｌ

一
Ｅ
―
一
二
九
八
四
Ｎ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
一
三
〇
一
〇
Ｌ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
二
〇
〇
〇
六
Ｐ

一
Ｅ
―
二
〇
〇
四
七
Ｎ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
二
〇
〇
四
八
Ｐ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
二
〇
〇
八
九
Ｎ

一
Ｅ
―
二
〇
〇
九
八
Ｒ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
二
〇
一
四
〇
Ｒ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
二
〇
一
四
一
Ｙ

７

公
　
　
　
　
　
　
告
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一
Ｅ
―
二
〇
一
五
六
Ｋ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
二
〇
一
六
九
Ｙ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
二
〇
一
八
二
Ｒ

一
Ｅ
―
二
〇
一
九
六
Ｒ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
二
〇
二
三
八
Ｒ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
二
〇
三
二
三
Ｙ

一
Ｅ
―
二
〇
三
三
六
Ｒ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
二
〇
三
六
〇
Ｌ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
二
〇
三
八
七
Ｋ

一
Ｅ
―
二
〇
三
八
八
Ｌ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
二
〇
四
三
〇
Ｌ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
二
〇
四
三
一
Ｍ

一
Ｅ
―
二
〇
四
四
五
Ｍ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
二
〇
四
五
八
Ｌ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
二
〇
五
〇
一
Ｍ

一
Ｅ
―
二
〇
五
五
六
Ｌ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
二
〇
六
〇
七
Ｎ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
二
〇
六
三
三
Ｌ

一
Ｅ
―
二
〇
六
七
八
Ｐ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
二
〇
六
九
一
Ｎ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
二
〇
七
〇
五
Ｎ

一
Ｅ
―
二
〇
七
二
〇
Ｐ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
二
〇
七
三
三
Ｎ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
二
〇
七
七
五
Ｎ

一
Ｅ
―
二
〇
八
一
七
Ｎ
　
　
　
　
一
Ｅ
―
二
〇
八
五
五
Ｙ

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
南

秋
田
郡
昭
和
町
豊
川
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

南
秋
田
郡
昭
和
町
豊
川
上
虻
川
字
古
井
内
三
十
三
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
南
　
都
　
貞
　
二

〃
　
　
　
〃
　
　
豊
川
上
虻
川
字
仁
山
二
十
四
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
　
周
　
二

〃
　
　
　
〃
　
　
豊
川
上
虻
川
字
小
泉
三
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
玉
　
鉄
　
男

〃
　
　
　
〃
　
　
豊
川
岡
井
戸
字
前
田
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遠
　
藤
　
勇
　
一

〃
　
　
　
〃
　
　
豊
川
船
橋
字
深
持
四
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
　
利
　
光

〃
　
　
　
〃
　
　
豊
川
槻
木
字
畑
妻
四
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
　
　
　
功

〃
　
　
　
〃
　
　
豊
川
龍
毛
字
八
幡
田
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
澤
　
井
　
光
　
男

〃
　
　
　
〃
　
　
豊
川
龍
毛
字
観
音
田
五
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
澤
　
井
　
善
太
郎

〃
　
　
　
〃
　
　
豊
川
山
田
字
八
幡
下
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
　
木
　
庸
　
哉

二
　
就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

南
秋
田
郡
昭
和
町
豊
川
上
虻
川
字
新
所
百
十
九
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
南
　
都
　
武
　
男

〃
　
　
　
〃
　
　
豊
川
上
虻
川
字
仁
山
二
十
四
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
　
周
　
二

〃
　
　
　
〃
　
　
豊
川
上
虻
川
字
島
ノ
越
一
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
玉
　
達
　
雄

〃
　
　
　
〃
　
　
豊
川
岡
井
戸
字
前
田
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遠
　
藤
　
勇
　
一

〃
　
　
　
〃
　
　
豊
川
船
橋
字
深
持
四
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
　
利
　
光

〃
　
　
　
〃
　
　
豊
川
槻
木
字
畑
妻
四
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
　
　
　
功

〃
　
　
　
〃
　
　
豊
川
龍
毛
字
細
田
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
　
上
　
勝
　
夫

〃
　
　
　
〃
　
　
豊
川
龍
毛
字
観
音
田
五
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
澤
　
井
　
善
太
郎

〃
　
　
　
〃
　
　
豊
川
山
田
字
八
幡
下
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
　
木
　
庸
　
哉

三
　
退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

南
秋
田
郡
昭
和
町
豊
川
上
虻
川
字
羽
白
目
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
　
澤
　
光
　
儀

〃
　
　
　
〃
　
　
豊
川
槻
木
字
荒
屋
八
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
澤
　
井
　
四
　
郎

〃
　
　
　
〃
　
　
豊
川
龍
毛
字
轌
田
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
澤
　
井
　
　
　
準

四
　
就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

南
秋
田
郡
昭
和
町
豊
川
上
虻
川
字
羽
白
目
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
　
澤
　
光
　
儀

〃
　
　
　
〃
　
　
豊
川
槻
木
字
荒
屋
八
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
澤
　
井
　
四
　
郎

〃
　
　
　
〃
　
　
豊
川
龍
毛
字
轌
田
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
澤
　
井
　
　
　
準

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十

七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
大
砂
川
地
区
担
い
手
育
成
基
盤
整
備

事
業
）
換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
十
五
年
一
月
二
十
八
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
象
潟
町
役
場

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

工
事
名
　
秋
田
県
立
中
高
一
貫
教
育
校
（
県
南
地
区
）
建
築
工
事
Ａ
工
区

（二）

工
事
場
所
　
横
手
市
大
沢
地
内

（三）

工
事
内
容

（１）

構
造
　
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
一
部
鉄
骨
造
地
上
三
階
建
て

（２）

延
床
面
積
　
八
千
四
百
八
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル

（四）

工
期
　
平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

（五）

使
用
す
る
主
要
な
資
機
材

（１）

コ
ン
ク
リ
ー
ト
　
九
千
六
百
三
十
五
立
方
メ
ー
ト
ル

（２）

鉄
筋
　
千
四
百
九
ト
ン

（３）

鉄
骨
　
二
百
五
十
一
ト
ン

８
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（４）

普
通
型
枠
　
二
万
八
千
六
百
八
十
九
平
方
メ
ー
ト
ル

（５）

打
放
型
枠
　
一
万
六
千
四
百
平
方
メ
ー
ト
ル

二
　
予
定
価
格
　
十
三
億
二
千
二
百
四
十
一
万
九
百
五
十
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
む
。
）

三
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（一）

共
同
企
業
体
に
関
す
る
要
件

（１）

本
工
事
は
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
で
の
共
同
施
工
と
す
る
。

（２）

共
同
企
業
体
の
結
成
は
、
（二）
か
ら
（四）
に
定
め
る
構
成
員
の
資
格
を
満
た
す
者
三
者
に
よ
る

自
主
結
成
と
す
る
。

（３）

共
同
企
業
体
の
各
構
成
員
の
出
資
比
率
は
十
分
の
二
以
上
と
し
、
そ
の
う
ち
代
表
者
の
出

資
比
率
は
構
成
員
中
最
大
と
す
る
。

（二）

特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
構
成
員
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

（１）

令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

（２）

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
建
築
一
式
工
事
に
係

る
特
定
建
設
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

（３）

秋
田
県
建
設
工
事
入
札
参
加
者
指
名
停
止
基
準
に
基
づ
く
指
名
停
止
措
置
を
、
入
札
参
加

資
格
確
認
申
請
期
限
の
日
か
ら
当
該
工
事
の
入
札
の
日
ま
で
の
間
受
け
て
い
な
い
こ
と
。

（４）

秋
田
県
一
般
競
争
入
札
参
加
者
名
簿
の
建
築
一
式
工
事
に
登
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（三）

特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
代
表
者
（
以
下
「
代
表
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る

要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

（１）

建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
に
規
定
す
る
経
営
事
項
審
査
（
直
近
の
審
査
結
果
通
知

書
）
の
建
築
一
式
工
事
の
総
合
評
点
が
千
二
百
五
十
点
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（２）

平
成
四
年
四
月
一
日
以
降
に
、
元
請
け
と
し
て
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
造
で
延
床
面
積
六
千
七
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
建
築
物
の
工
事

を
施
工
し
た
実
績
を
有
す
る
こ
と
（
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
構
成
員
と
し
て
施
工
し

た
工
事
に
つ
い
て
は
、
代
表
者
と
し
て
施
工
し
た
場
合
又
は
出
資
比
率
が
二
十
パ
ー
セ
ン
ト

以
上
の
場
合
の
も
の
に
限
る
。
）
。

（３）

次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
者
を
、
本
工
事
に
専
任
で
配
置
で
き
る
こ
と
。

ア
　
一
級
建
築
施
工
管
理
技
士
又
は
一
級
建
築
士
の
資
格
を
有
し
、
か
つ
監
理
技
術
者
資
格

者
証
（
建
築
工
事
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
平
成
四
年
四
月
一
日
以
降
に
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

又
は
鉄
骨
造
で
延
床
面
積
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
建
築
物
の
工
事
に
お
い
て
現

場
代
理
人
、
主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
と
し
て
専
任
で
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

で
あ
る
こ
と
。

（四）

特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
代
表
者
以
外
の
構
成
員
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て

い
る
こ
と
。

（１）

構
成
員
は
建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
に
規
定
す
る
経
営
事
項
審
査
（
直
近
の
審
査

結
果
通
知
書
）
の
建
築
一
式
工
事
の
総
合
評
点
が
八
百
六
十
点
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（２）

平
成
四
年
四
月
一
日
以
降
に
、
元
請
け
と
し
て
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
造
で

延
床
面
積
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
建
築
物
の
工
事
を
施
工
し
た
実
績
を
有
す
る
こ
と

（
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
構
成
員
と
し
て
施
工
し
た
工
事
に
つ
い
て
は
、
代
表
者
と

し
て
施
工
し
た
場
合
又
は
出
資
比
率
が
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
場
合
の
も
の
に
限

る
。
）
。

（３）

次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
者
を
、
本
工
事
に
専
任
で
配
置
で
き
る
こ
と
。

ア
　
一
級
建
築
施
工
管
理
技
士
又
は
一
級
建
築
士
の
資
格
を
有
し
、
か
つ
監
理
技
術
者
資
格

者
証
（
建
築
工
事
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
平
成
四
年
四
月
一
日
以
降
に
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
造
で
延
床
面
積
千
平

方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
建
築
物
の
工
事
に
お
い
て
現
場
代
理
人
、
主
任
技
術
者
又
は
監
理
技

術
者
と
し
て
専
任
で
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

（五）

特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
構
成
員
は
、
当
該
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
以
外
の
特
定

建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
構
成
員
と
し
て
本
件
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
。

四
　
入
札
手
続
等

（一）

担
当
部
局

（１）

一
般
的
事
項

郵
便
番
号
　
〇
一
〇
―
八
五
八
〇
　
秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
教
育
庁
総
務
課
施
設
整
備
室
施
設
班
　
電
話
　
〇
一
八
―
八
六
〇
―
五
一
一
六

（２）

設
計
図
書
に
関
す
る
事
項

郵
便
番
号
　
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
建
設
交
通
部
営
繕
課
教
育
庁
建
築
物
班
　
電
話
　
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
五
八
五

（二）

契
約
条
項
を
示
す
場
所

（一）
（１）
に
掲
げ
る
場
所

（三）

入
札
説
明
書
の
交
付
期
間
及
び
場
所

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
十
五
年
一
月
二
十
八
日
ま
で
の
日
曜
日
、
土
曜
日

及
び
祝
日
を
除
く
毎
日
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
に
（一）
（１）

に
掲
げ
る
場
所
で
交
付
す
る
。

（四）

競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
及
び
競
争
入
札
参
加
資

格
確
認
資
料
（
以
下
「
資
格
確
認
資
料
」
と
い
う
。
）
並
び
に
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
入

札
参
加
資
格
申
請
書
及
び
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
協
定
書
の
提
出
期
限
、
場
所
及
び
方
法

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
十
五
年
一
月
九
日
午
後
五
時
ま
で
に
（一）
（１）
に
掲
げ

る
場
所
に
持
参
の
上
、
一
部
提
出
す
る
こ
と
。

９
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（五）

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
五
年
一
月
二
十
九
日
午
後
一
時
三
十
分
　
秋
田
県
庁
第
二
庁
舎
六
階
「
六
二
会
議
室
」

（
秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号
）

（六）

郵
便
に
よ
る
入
札

郵
送
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、
入
札
に
係
る
工
事
名
及
び
開
札
日
を
記
載
し
、

入
札
書
在
中
の
旨
を
朱
書
き
の
上
、
配
達
証
明
書
付
書
留
郵
便
に
よ
り
、
平
成
十
五
年
一
月
二

十
八
日
午
後
五
時
ま
で
に
、
（一）
（１）
に
掲
げ
る
場
所
に
到
着
す
る
こ
と
。

な
お
、
電
話
及
び
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ
る
入
札
は
認
め
な
い
。

五
　
そ
の
他

（一）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税

事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分

の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（二）

見
積
内
訳
明
細
書
の
提
示

入
札
者
は
、
第
一
回
の
入
札
に
際
し
、
数
量
、
単
価
及
び
金
額
を
明
ら
か
に
し
た
見
積
内
訳

明
細
書
（
設
計
図
書
に
お
け
る
本
工
事
費
内
訳
書
に
準
じ
た
内
容
の
も
の
と
す
る
。
）
を
提
示

す
る
こ
と
。

な
お
、
見
積
内
訳
明
細
書
は
、
参
考
資
料
と
し
て
提
示
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
入
札
及
び

契
約
上
の
権
利
義
務
を
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
。

（三）

入
札
の
無
効

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る

入
札
又
は
申
請
書
若
し
く
は
資
格
確
認
資
料
に
虚
偽
の
記
載
を
し
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効

と
す
る
。

（四）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者

と
す
る
。
た
だ
し
、
落
札
者
と
な
る
べ
き
者
の
入
札
価
格
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
者
に
よ
り
当
該

契
約
の
内
容
に
適
合
し
た
履
行
が
な
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は
そ

の
者
と
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
公
正
な
取
引
の
秩
序
を
乱
す
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
っ
て

著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
っ

て
入
札
し
た
他
の
者
の
う
ち
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
が
あ

る
。

（五）

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
　
免
除

（六）

手
続
に
お
け
る
交
渉
の
有
無
　
無

（七）

契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

（八）

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨
　
日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

（九）

本
工
事
に
直
接
関
連
す
る
他
の
工
事
の
請
負
契
約
を
本
工
事
の
請
負
契
約
の
相
手
方
と
の
随

意
契
約
に
よ
り
締
結
す
る
予
定
の
有
無
　
無

（十）

関
連
情
報
を
入
手
す
る
た
め
の
照
会
窓
口
　
四
（一）
に
掲
げ
る
部
局

こ
の
公
告
に
係
る
契
約
は
、
秋
田
県
議
会
に
お
い
て
、
当
該
契
約
に
係
る
議
案
が
可
決
さ
れ

た
と
き
を
も
っ
て
締
結
す
る
。

そ
の
他
の
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

五
　
概
要

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

工
事
名
　
秋
田
県
立
中
高
一
貫
教
育
校
（
県
南
地
区
）
建
築
工
事
Ｂ
工
区

（二）

工
事
場
所
　
横
手
市
大
沢
地
内

（三）

工
事
内
容

１０

（ ）十一（ ）十二Sum
m
ary

１
　
Subject

m
atter

of
the

contract：
C
onstruction

w
ork

of
A
kita

prefectural

U
nified

Secondary
School（

Southern
A
kita

D
istrict）

A
rea

Ａ

２
　
T
im
e-lim

it
for

the
subm

ission
of
application

form
s
and

relevant

docum
ents

for
the

qualification：
５
: 0
0
Ｐ
.Ｍ
.
９
　
January

2
0
0
3

３
　
T
he
date

and
tim
e
for

the
subm

ission
of
tender：

１
:3
0
Ｐ
.Ｍ
.
2
9

January
2
0
0
3
（
B
y
m
ail，
tenders

m
ust

be
subm

itted
by：
５
:0
0
Ｐ
.Ｍ
.

2
8
January

2
0
0
3
）

４
　
C
ontact

point
for：

tender
docum

entation
concerning

general
affairs：

F
acility

M
aintenance

O
ffice，

G
eneral

A
ffairs

D
ivision，

A
kita

P
refectural

B
oard

of
E
ducation，

３
-１
-１
　
Sanno，

A
kita

C
ity，

A
kita，

0
1
0
-8
5
8
0
，
JA
PA
N
，
T
E
L
0
1
8
-8
6
0
-

5
1
1
6

tender
docum

entation
concerning

blueprints：
A
rchitecture

D
ivision，

D
epartm

ent
of
P
ublic

W
orks，

A
kita

P
refectural

G
overnm

ent，
４
-１
-１
　

Sanno，
A
kita

C
ity，

A
kita

0
1
0
-8
5
7
0
，
JA
PA
N
，
T
E
L
0
1
8
-8
6
0
-2
5
8
5

（
１
）

（
２
）
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（１）

構
造
　
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
一
部
鉄
骨
造
地
上
三
階
建
て

（２）

延
床
面
積
　
五
千
五
百
七
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル

（四）

工
期
　
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日
ま
で

（五）

使
用
す
る
主
要
な
資
機
材

（１）

コ
ン
ク
リ
ー
ト
　
六
千
百
七
立
方
メ
ー
ト
ル

（２）

鉄
筋
　
九
百
二
ト
ン

（３）

鉄
骨
　
四
百
八
十
五
ト
ン

（４）

普
通
型
枠
　
一
万
七
千
二
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル

（５）

打
放
型
枠
　
一
万
七
百
五
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル

二
　
予
定
価
格
　
九
億
九
千
三
百
二
十
九
万
五
千
八
百
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
む
。
）

三
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（一）

共
同
企
業
体
に
関
す
る
要
件

（１）

本
工
事
は
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
で
の
共
同
施
工
と
す
る
。

（２）

共
同
企
業
体
の
結
成
は
、
（二）
か
ら
（四）
に
定
め
る
構
成
員
の
資
格
を
満
た
す
者
三
者
に
よ
る

自
主
結
成
と
す
る
。

（３）

共
同
企
業
体
の
各
構
成
員
の
出
資
比
率
は
十
分
の
二
以
上
と
し
、
そ
の
う
ち
代
表
者
の
出

資
比
率
は
構
成
員
中
最
大
と
す
る
。

（二）

特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
構
成
員
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

（１）

令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

（２）

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
建
築
一
式
工
事
に
係

る
特
定
建
設
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

（３）

秋
田
県
建
設
工
事
入
札
参
加
者
指
名
停
止
基
準
に
基
づ
く
指
名
停
止
措
置
を
、
入
札
参
加

資
格
確
認
申
請
期
限
の
日
か
ら
当
該
工
事
の
入
札
の
日
ま
で
の
間
受
け
て
い
な
い
こ
と
。

（４）

秋
田
県
一
般
競
争
入
札
参
加
者
名
簿
の
建
築
一
式
工
事
に
登
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（三）

特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
代
表
者
（
以
下
「
代
表
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る

要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

（１）

建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
に
規
定
す
る
経
営
事
項
審
査
（
直
近
の
審
査
結
果
通
知

書
）
の
建
築
一
式
工
事
の
総
合
評
点
が
千
二
百
五
十
点
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（２）

平
成
四
年
四
月
一
日
以
降
に
、
元
請
け
と
し
て
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
造
で
延
床
面
積
四
千
四
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
建
築
物
の
工
事

を
施
工
し
た
実
績
を
有
す
る
こ
と
（
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
構
成
員
と
し
て
施
工
し

た
工
事
に
つ
い
て
は
、
代
表
者
と
し
て
施
工
し
た
場
合
又
は
出
資
比
率
が
二
十
パ
ー
セ
ン
ト

以
上
の
場
合
の
も
の
に
限
る
。
）
。

（３）

次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
者
を
、
本
工
事
に
専
任
で
配
置
で
き
る
こ
と
。

ア
　
一
級
建
築
施
工
管
理
技
士
又
は
一
級
建
築
士
の
資
格
を
有
し
、
か
つ
監
理
技
術
者
資
格

者
証
（
建
築
工
事
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
平
成
四
年
四
月
一
日
以
降
に
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

又
は
鉄
骨
造
で
延
床
面
積
千
七
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
建
築
物
の
工
事
に
お
い
て
現
場

代
理
人
、
主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
と
し
て
専
任
で
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
で

あ
る
こ
と
。

（四）

特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
代
表
者
以
外
の
構
成
員
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て

い
る
こ
と
。

（１）

構
成
員
は
建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
に
規
定
す
る
経
営
事
項
審
査
（
直
近
の
審
査

結
果
通
知
書
）
の
建
築
一
式
工
事
の
総
合
評
点
が
八
百
六
十
点
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（２）

平
成
四
年
四
月
一
日
以
降
に
、
元
請
け
と
し
て
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
造
で

延
床
面
積
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
建
築
物
の
工
事
を
施
工
し
た
実
績
を
有
す
る
こ
と

（
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
構
成
員
と
し
て
施
工
し
た
工
事
に
つ
い
て
は
、
代
表
者
と

し
て
施
工
し
た
場
合
又
は
出
資
比
率
が
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
場
合
の
も
の
に
限

る
。
）
。

（３）

次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
者
を
、
本
工
事
に
専
任
で
配
置
で
き
る
こ
と
。

ア
　
一
級
建
築
施
工
管
理
技
士
又
は
一
級
建
築
士
の
資
格
を
有
し
、
か
つ
監
理
技
術
者
資
格

者
証
（
建
築
工
事
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
平
成
四
年
四
月
一
日
以
降
に
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
造
で
延
床
面
積
千
平

方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
建
築
物
の
工
事
に
お
い
て
現
場
代
理
人
、
主
任
技
術
者
又
は
監
理
技

術
者
と
し
て
専
任
で
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

（五）

特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
構
成
員
は
、
当
該
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
以
外
の
特
定

建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
構
成
員
と
し
て
本
件
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
。

四
　
入
札
手
続
等

（一）

担
当
部
局

（１）

一
般
的
事
項

郵
便
番
号
　
〇
一
〇
―
八
五
八
〇
　
秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
教
育
庁
総
務
課
施
設
整
備
室
施
設
班
　
電
話
　
〇
一
八
―
八
六
〇
―
五
一
一
六

（２）

設
計
図
書
に
関
す
る
事
項

郵
便
番
号
　
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
建
設
交
通
部
営
繕
課
教
育
庁
建
築
物
班
　
電
話
　
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
五
八
五

（二）

契
約
条
項
を
示
す
場
所

（一）
（１）
に
掲
げ
る
場
所

（三）

入
札
説
明
書
の
交
付
期
間
及
び
場
所

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
十
五
年
一
月
二
十
八
日
ま
で
の
日
曜
日
、
土
曜
日

１１
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及
び
祝
日
を
除
く
毎
日
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
に
（一）
（１）

に
掲
げ
る
場
所
で
交
付
す
る
。

（四）

競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
及
び
競
争
入
札
参
加
資

格
確
認
資
料
（
以
下
「
資
格
確
認
資
料
」
と
い
う
。
）
並
び
に
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
入

札
参
加
資
格
申
請
書
及
び
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
協
定
書
の
提
出
期
限
、
場
所
及
び
方
法

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
十
五
年
一
月
九
日
午
後
五
時
ま
で
に
（一）
（１）
に
掲
げ

る
場
所
に
持
参
の
上
、
一
部
提
出
す
る
こ
と
。

（五）

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
五
年
一
月
二
十
九
日
午
後
二
時
三
十
分
　
秋
田
県
庁
第
二
庁
舎
六
階
「
六
二
会
議
室
」

（
秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号
）

（六）

郵
便
に
よ
る
入
札

郵
送
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、
入
札
に
係
る
工
事
名
及
び
開
札
日
を
記
載
し
、

入
札
書
在
中
の
旨
を
朱
書
き
の
上
、
配
達
証
明
書
付
書
留
郵
便
に
よ
り
、
平
成
十
五
年
一
月
二

十
八
日
午
後
五
時
ま
で
に
、
（一）
（１）
に
掲
げ
る
場
所
に
到
着
す
る
こ
と
。

な
お
、
電
話
及
び
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ
る
入
札
は
認
め
な
い
。

五
　
そ
の
他

（一）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税

事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分

の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（二）

見
積
内
訳
明
細
書
の
提
示

入
札
者
は
、
第
一
回
の
入
札
に
際
し
、
数
量
、
単
価
及
び
金
額
を
明
ら
か
に
し
た
見
積
内
訳

明
細
書
（
設
計
図
書
に
お
け
る
本
工
事
費
内
訳
書
に
準
じ
た
内
容
の
も
の
と
す
る
。
）
を
提
示

す
る
こ
と
。

な
お
、
見
積
内
訳
明
細
書
は
、
参
考
資
料
と
し
て
提
示
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
入
札
及
び

契
約
上
の
権
利
義
務
を
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
。

（三）

入
札
の
無
効

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る

入
札
又
は
申
請
書
若
し
く
は
資
格
確
認
資
料
に
虚
偽
の
記
載
を
し
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効

と
す
る
。

（四）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者

と
す
る
。
た
だ
し
、
落
札
者
と
な
る
べ
き
者
の
入
札
価
格
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
者
に
よ
り
当
該

契
約
の
内
容
に
適
合
し
た
履
行
が
な
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は
そ

の
者
と
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
公
正
な
取
引
の
秩
序
を
乱
す
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
っ
て

著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
っ

て
入
札
し
た
他
の
者
の
う
ち
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
が
あ

る
。

（五）

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
　
免
除

（六）

手
続
に
お
け
る
交
渉
の
有
無
　
無

（七）

契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

（八）

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨
　
日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

（九）

本
工
事
に
直
接
関
連
す
る
他
の
工
事
の
請
負
契
約
を
本
工
事
の
請
負
契
約
の
相
手
方
と
の
随

意
契
約
に
よ
り
締
結
す
る
予
定
の
有
無
　
無

（十）

関
連
情
報
を
入
手
す
る
た
め
の
照
会
窓
口
　
四
（一）
に
掲
げ
る
部
局

こ
の
公
告
に
係
る
契
約
は
、
秋
田
県
議
会
に
お
い
て
、
当
該
契
約
に
係
る
議
案
が
可
決
さ
れ

た
と
き
を
も
っ
て
締
結
す
る
。

そ
の
他
の
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

五
　
概
要

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ

１２

（ ）十一（ ）十二Sum
m
ary

１
　
Subject

m
atter

of
the

contract：
C
onstruction

w
ork

of
A
kita

prefectural

U
nified

Secondary
School（

Southern
A
kita

D
istrict）

A
rea

Ｂ

２
　
T
im
e-lim

it
for

the
subm

ission
of
application

form
s
and

relevant

docum
ents

for
the

qualification：
５
:0
0
Ｐ
.Ｍ
.
９
　
January

2
0
0
3

３
　
T
he
date

and
tim
e
for

the
subm

ission
of
tender：

２
:3
0
Ｐ
.Ｍ
.
2
9

January
2
0
0
3
（
B
y
m
ail，
tenders

m
ust

be
subm

itted
by：
５
:0
0
Ｐ
.Ｍ
.

2
8
January

2
0
0
3
）

４
　
C
ontact

point
for：

tender
docum

entation
concerning

general
affairs：

F
acility

M
aintenance

O
ffice，

G
eneral

A
ffairs

D
ivision，

A
kita

P
refectural

B
oard

of
E
ducation，

３
-１
-１
　
Sanno，

A
kita

C
ity，

A
kita，

0
1
0
-8
5
8
0
，
JA
PA
N
，
T
E
L
0
1
8
-8
6
0
-

5
1
1
6

tender
docum

entation
concerning

blueprints：
A
rchitecture

D
ivision，

D
epartm

ent
of
P
ublic

W
orks，

A
kita

P
refectural

G
overnm

ent，
４
-１
-１
　

Sanno，
A
kita

C
ity，

A
kita

0
1
0
-8
5
7
0
，
JA
PA
N
，
T
E
L
0
1
8
-8
6
0
-2
5
8
5

（
１
）

（
２
）
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り
、
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

工
事
名
　
秋
田
県
立
中
高
一
貫
教
育
校
（
県
南
地
区
）
建
築
工
事
Ｃ
工
区

（二）

工
事
場
所
　
横
手
市
大
沢
地
内

（三）

工
事
内
容

（１）

構
造
　
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
一
部
木
造
地
上
二
階
建
て

（２）

延
床
面
積
　
五
千
六
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル

（四）

工
期
　
平
成
十
六
年
三
月
十
日
ま
で

（五）

使
用
す
る
主
要
な
資
機
材

（１）

コ
ン
ク
リ
ー
ト
　
五
千
八
百
五
十
立
方
メ
ー
ト
ル

（２）

鉄
筋
　
九
百
四
十
七
ト
ン

（３）

鉄
骨
　
四
十
三
ト
ン

（４）

普
通
型
枠
　
一
万
八
千
三
百
十
七
平
方
メ
ー
ト
ル

（５）

打
放
型
枠
　
六
千
六
百
八
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル

二
　
予
定
価
格
　
十
億
六
千
八
百
十
六
万
七
千
百
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
む
。
）

三
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（一）

共
同
企
業
体
に
関
す
る
要
件

（１）

本
工
事
は
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
で
の
共
同
施
工
と
す
る
。

（２）

共
同
企
業
体
の
結
成
は
、
（二）
か
ら
（四）
に
定
め
る
構
成
員
の
資
格
を
満
た
す
者
三
者
に
よ
る

自
主
結
成
と
す
る
。

（３）

共
同
企
業
体
の
各
構
成
員
の
出
資
比
率
は
十
分
の
二
以
上
と
し
、
そ
の
う
ち
代
表
者
の
出

資
比
率
は
構
成
員
中
最
大
と
す
る
。

（二）

特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
構
成
員
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

（１）

令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

（２）

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
建
築
一
式
工
事
に
係

る
特
定
建
設
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

（３）

秋
田
県
建
設
工
事
入
札
参
加
者
指
名
停
止
基
準
に
基
づ
く
指
名
停
止
措
置
を
、
入
札
参
加

資
格
確
認
申
請
期
限
の
日
か
ら
当
該
工
事
の
入
札
の
日
ま
で
の
間
受
け
て
い
な
い
こ
と
。

（４）

秋
田
県
一
般
競
争
入
札
参
加
者
名
簿
の
建
築
一
式
工
事
に
登
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（三）

特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
代
表
者
（
以
下
「
代
表
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る

要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

（１）

建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
に
規
定
す
る
経
営
事
項
審
査
（
直
近
の
審
査
結
果
通
知

書
）
の
建
築
一
式
工
事
の
総
合
評
点
が
九
百
点
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（２）

平
成
四
年
四
月
一
日
以
降
に
、
元
請
け
と
し
て
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
造
で
延
床
面
積
四
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
建
築
物
の
工
事
を
施

工
し
た
実
績
を
有
す
る
こ
と
（
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
構
成
員
と
し
て
施
工
し
た
工

事
に
つ
い
て
は
、
代
表
者
と
し
て
施
工
し
た
場
合
又
は
出
資
比
率
が
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

の
場
合
の
も
の
に
限
る
。
）
。

（３）

次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
者
を
、
本
工
事
に
専
任
で
配
置
で
き
る
こ
と
。

ア
　
一
級
建
築
施
工
管
理
技
士
又
は
一
級
建
築
士
の
資
格
を
有
し
、
か
つ
監
理
技
術
者
資
格

者
証
（
建
築
工
事
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
平
成
四
年
四
月
一
日
以
降
に
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

又
は
鉄
骨
造
で
延
床
面
積
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
建
築
物
の
工
事
に
お
い
て
現
場

代
理
人
、
主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
と
し
て
専
任
で
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
で

あ
る
こ
と
。

（四）

特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
代
表
者
以
外
の
構
成
員
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て

い
る
こ
と
。

（１）

構
成
員
は
建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
に
規
定
す
る
経
営
事
項
審
査
（
直
近
の
審
査

結
果
通
知
書
）
の
建
築
一
式
工
事
の
総
合
評
点
が
八
百
六
十
点
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（２）

平
成
四
年
四
月
一
日
以
降
に
、
元
請
け
と
し
て
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
造
で

延
床
面
積
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
建
築
物
の
工
事
を
施
工
し
た
実
績
を
有
す
る
こ
と

（
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
構
成
員
と
し
て
施
工
し
た
工
事
に
つ
い
て
は
、
代
表
者
と

し
て
施
工
し
た
場
合
又
は
出
資
比
率
が
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
場
合
の
も
の
に
限

る
。
）
。

（３）

次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
者
を
、
本
工
事
に
専
任
で
配
置
で
き
る
こ
と
。

ア
　
一
級
建
築
施
工
管
理
技
士
又
は
一
級
建
築
士
の
資
格
を
有
し
、
か
つ
監
理
技
術
者
資
格

者
証
（
建
築
工
事
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
平
成
四
年
四
月
一
日
以
降
に
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
造
で
延
床
面
積
千
平

方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
建
築
物
の
工
事
に
お
い
て
現
場
代
理
人
、
主
任
技
術
者
又
は
監
理
技

術
者
と
し
て
専
任
で
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

（五）

特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
構
成
員
は
、
当
該
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
以
外
の
特
定

建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
構
成
員
と
し
て
本
件
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
。

四
　
入
札
手
続
等

（一）

担
当
部
局

（１）

一
般
的
事
項

郵
便
番
号
　
〇
一
〇
―
八
五
八
〇
　
秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
教
育
庁
総
務
課
施
設
整
備
室
施
設
班
　
電
話
　
〇
一
八
―
八
六
〇
―
五
一
一
六

１３
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（２）

設
計
図
書
に
関
す
る
事
項

郵
便
番
号
　
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
建
設
交
通
部
営
繕
課
教
育
庁
建
築
物
班
　
電
話
　
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
五
八
五

（二）

契
約
条
項
を
示
す
場
所

（一）
（１）
に
掲
げ
る
場
所

（三）

入
札
説
明
書
の
交
付
期
間
及
び
場
所

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
十
五
年
一
月
二
十
八
日
ま
で
の
日
曜
日
、
土
曜
日

及
び
祝
日
を
除
く
毎
日
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
に
（一）
（１）

に
掲
げ
る
場
所
で
交
付
す
る
。

（四）

競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
及
び
競
争
入
札
参
加
資

格
確
認
資
料
（
以
下
「
資
格
確
認
資
料
」
と
い
う
。
）
並
び
に
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
入

札
参
加
資
格
申
請
書
及
び
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
協
定
書
の
提
出
期
限
、
場
所
及
び
方
法

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
十
五
年
一
月
九
日
午
後
五
時
ま
で
に
（一）
（１）
に
掲
げ

る
場
所
に
持
参
の
上
、
一
部
提
出
す
る
こ
と
。

（五）

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
五
年
一
月
二
十
九
日
午
後
三
時
三
十
分
　
秋
田
県
庁
第
二
庁
舎
六
階
「
六
二
会
議
室
」

（
秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号
）

（六）

郵
便
に
よ
る
入
札

郵
送
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、
入
札
に
係
る
工
事
名
及
び
開
札
日
を
記
載
し
、

入
札
書
在
中
の
旨
を
朱
書
き
の
上
、
配
達
証
明
書
付
書
留
郵
便
に
よ
り
、
平
成
十
五
年
一
月
二

十
八
日
午
後
五
時
ま
で
に
、
（一）
（１）
に
掲
げ
る
場
所
に
到
着
す
る
こ
と
。

な
お
、
電
話
及
び
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ
る
入
札
は
認
め
な
い
。

五
　
そ
の
他

（一）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税

事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分

の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（二）

見
積
内
訳
明
細
書
の
提
示

入
札
者
は
、
第
一
回
の
入
札
に
際
し
、
数
量
、
単
価
及
び
金
額
を
明
ら
か
に
し
た
見
積
内
訳

明
細
書
（
設
計
図
書
に
お
け
る
本
工
事
費
内
訳
書
に
準
じ
た
内
容
の
も
の
と
す
る
。
）
を
提
示

す
る
こ
と
。

な
お
、
見
積
内
訳
明
細
書
は
、
参
考
資
料
と
し
て
提
示
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
入
札
及
び

契
約
上
の
権
利
義
務
を
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
。

（三）

入
札
の
無
効

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る

入
札
又
は
申
請
書
若
し
く
は
資
格
確
認
資
料
に
虚
偽
の
記
載
を
し
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効

と
す
る
。

（四）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者

と
す
る
。
た
だ
し
、
落
札
者
と
な
る
べ
き
者
の
入
札
価
格
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
者
に
よ
り
当
該

契
約
の
内
容
に
適
合
し
た
履
行
が
な
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は
そ

の
者
と
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
公
正
な
取
引
の
秩
序
を
乱
す
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
っ
て

著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
っ

て
入
札
し
た
他
の
者
の
う
ち
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
が
あ

る
。

（五）

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
　
免
除

（六）

手
続
に
お
け
る
交
渉
の
有
無
　
無

（七）

契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

（八）

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨
　
日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

（九）

本
工
事
に
直
接
関
連
す
る
他
の
工
事
の
請
負
契
約
を
本
工
事
の
請
負
契
約
の
相
手
方
と
の
随

意
契
約
に
よ
り
締
結
す
る
予
定
の
有
無
　
無

（十）

関
連
情
報
を
入
手
す
る
た
め
の
照
会
窓
口
　
四
（一）
に
掲
げ
る
部
局

こ
の
公
告
に
係
る
契
約
は
、
秋
田
県
議
会
に
お
い
て
、
当
該
契
約
に
係
る
議
案
が
可
決
さ
れ

た
と
き
を
も
っ
て
締
結
す
る
。

そ
の
他
の
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

五
　
概
要

１４

（ ）十一（ ）十二Sum
m
ary

１
　
Subject

m
atter

of
the

contract：
C
onstruction

w
ork

of
A
kita

prefectural

U
nified

Secondary
School（

Southern
A
kita

D
istrict）

A
rea

Ｃ

２
　
T
im
e-lim

it
for

the
subm

ission
of
application

form
s
and

relevant

docum
ents

for
the

qualification：
５
:0
0
Ｐ
.Ｍ
.
９
　
January

2
0
0
3

３
　
T
he
date

and
tim
e
for

the
subm

ission
of
tender：

３
:3
0
Ｐ
.Ｍ
.
2
9

January
2
0
0
3
（
B
y
m
ail，
tenders

m
ust

be
subm

itted
by：
５
:0
0
Ｐ
.Ｍ
.

2
8
January

2
0
0
3
）

４
　
C
ontact

point
for：

tender
docum

entation
concerning

general
affairs：

F
acility

M
aintenance

O
ffice，

G
eneral

A
ffairs

D
ivision，

A
kita

P
refectural

B
oard

of
E
ducation，

３
-１
-１
　
Sanno，

A
kita

C
ity，

A
kita，

0
1
0
-8
5
8
0
，
JA
PA
N
，
T
E
L
0
1
8
-8
6
0
-

（
１
）
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秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
米
　
田
　
愛
　
治
　

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
九
号

秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
管
理
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
五
号
中
「
七
月
二
十
六
日
」
を
「
七
月
二
十
三
日
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中

「
一
月
十
六
日
」
を
「
一
月
十
三
日
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
選
管
告
示
第
百
六
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権

を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
加
　
藤
　
　
　
堯
　

三
分
の
一
の
数
　
　
　
八
百
七
十
四

１５

5
1
1
6

tender
docum

entation
concerning

blueprints：
A
rchitecture

D
ivision，

D
epartm

ent
of
P
ublic

W
orks，

A
kita

P
refectural

G
overnm

ent，
４
-１
-１
　

Sanno，
A
kita

C
ity，

A
kita

0
1
0
-8
5
7
0
，
JA
PA
N
，
T
E
L
0
1
8
-8
6
0
-2
5
8
5

（
２
）

教

育

委

員

会

規

則

選
挙
管
理
委
員
会
告
示
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